
議

案

第

四

号 

  

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

 

 

て 

  

令

和

八

年

一

月

二

十

二

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

教

育

委

員

会
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港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条 
 

 
 

例

（

案

） 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

五 

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

六

条

第

二

項

中

「

変

更

」

の

下

に

「

及

び

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

を

加

え

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

２ 

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

教

育

委

員

会

は

、

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

六

号

）

第

十

条

の

規

定

に

よ

る

管

理

職

手

当

の

支

給

を

受

け

る

職

員

に

前

条

の

規

定

に

よ

り

週

休

日

と

さ

れ

た

日

に

お

い

て

特

に

勤

務

す

る

こ

と

を

命

ず

る

必

要

が

あ

る

場

合

に

は

、

教

育

委

員

会

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

勤

務

日

の

う

ち

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

期

間

内

に

あ

る

勤

務

日

の

勤

務

時

間

の

う

ち

一

時

間

を

単

位

と

す

る

勤

務

時

間

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

」

と

い

う

。

）

を

当

該

勤

務

日

に

割

り

振

る

こ

と

を

や

め

、

当

該

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

を

当

該

勤

務

す

る

こ

と

を

命

ず

る

必

要

が

あ

る

日

に

割

り

振

り

、

又

は

当

該

期

間

内

に

あ

る

一

の

勤

務

日

の

勤

務

時

間

の

う

ち

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

を

当

該

勤

務

日

に

割

り

振

る

こ

と

を

や

め

、

当

該

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

を

当

該

勤

務

す

る

こ

と

を

命

ず

る

必

要

が

あ

る

二

以

上

の

日

に

割

り

振

る

こ

と

（

次

項

に

お

い

て

こ

れ

ら

を

「

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

と

い

う

。

）

が

で

き

る

。 

 

第

九

条

中

「

及

び

第

六

条

第

一

項

」

を

「

並

び

に

第

六

条

第

一

項

及

び

第

二

項

」

に

改

め

る

。 



 

 
 

 

付 

則 

 
こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 



港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
週
休
日
の
振
替
等
） 

（
週
休
日
の
振
替
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
は
、
港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
港
区
条
例
第
三
十
六
号
）
第
十
条
の
規
定

に
よ
る
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勤
務
日
の
う
ち
教
育
委
員
会
規

則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
一
時
間
を
単
位
と
す

る
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）

を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
、
当
該
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
を
当

該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内

に
あ
る
一
の
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務

日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
、
当
該
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る

こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
二
以
上
の
日
に
割
り
振
る
こ
と
（
次
項
に
お
い
て

こ
れ
ら
を
「
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」
と
い
う
。
）
が
で
き
る
。 

 

３ 

半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
及
び
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更

の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

２ 

半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
日
に

令和８年１月２２日 
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（
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
正
規
の

勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。 

つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
宿
日
直
勤
務
） 

（
宿
日
直
勤
務
） 

第
九
条 

教
育
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
の
許
可
を
受
け
て
、
第
三
条
、
第
四
条

並
び
に
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時

間
に
お
い
て
職
員
に
設
備
等
の
保
全
、
外
部
と
の
連
絡
及
び
文
書
の
収
受
を
目

的
と
す
る
勤
務
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
断
続
的
な
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
運
営
に

著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
断
続
的
な
勤
務
を
す
る
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
条 

教
育
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
の
許
可
を
受
け
て
、
第
三
条
、
第
四
条

及
び
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
職

員
に
設
備
等
の
保
全
、
外
部
と
の
連
絡
及
び
文
書
の
収
受
を
目
的
と
す
る
勤
務

そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
断
続
的
な

勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が

生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会

規
則
で
定
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
断
続
的
な
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

（
後
略
） 
（
後
略
） 

 
 

 
 
 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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教育人事企画課 

 

 

     港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

     の一部を改正する条例について 

 

 

審議内容 

 週休日に勤務する幼稚園管理職の疲労回復と生活時間の確保等を目的として、

新たな勤務時間の割振り変更制度（仮称：時間単位の勤務時間の割振り変更）を

整備するため、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一

部を改正します。 

 

 

１ 背景 

  幼稚園管理職は、週休日であっても地域主催の諸行事や研修等に参加すること

が多くあります。 

  現行制度では、週休日に１日分（７時間４５分）勤務した場合は振替が可能で

すが、１日分に満たない場合は半日（４時間）単位でしか勤務時間の割振り変更

ができません。 

  そのため、週休日に２時間の地域行事に参加した場合は、園に戻って２時間の

事務作業等を行い、半日（４時間）勤務となるよう調整し、勤務時間を割り振る

運用をしています（週休日に勤務した４時間分を平日に休む運用）。 

  こうした状況を踏まえ、週休日に勤務した幼稚園管理職の疲労回復と生活時間

を確保するとともに、勤務時間の割振り変更をより柔軟にすることで、働きやす

い職場環境を整備し、幼稚園管理職の担い手の確保に資する勤務条件の整備する

ことを目的として、「時間単位の勤務時間の割振り変更」の制度を導入します。 

 

２ 改正内容 

  現行の半日（４時間）単位に加え、１時間単位で勤務時間の割振り変更ができ

るよう改正します（制度運用のイメージは、別紙参照）。 

 【割振り変更可能な範囲（予定）】 

  ・割振り変更する時間数の合計は、４週間につき９時間以内 

  ・新たに勤務時間を割り振る日数の合計は、４週間につき３日以内 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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＜制度運用のイメージ＞ 

 

 （例１）月曜日の２時間※を日曜日に割振り変更することができる。 

     ※１時間から７時間までの必要な時間を１時間単位で割り振ることが可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （例２）月曜日の各２時間（合計４時間）の勤務時間を同一週と翌週の日曜日に

割振り変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５時間 

４５分 

勤務 

月 

 
 

 

７時間 

４５分 

勤務 

火 

 

 

７時間 

４５分 

勤務 

金 

 

 

７時間 

４５分 

勤務 

水 

 

 

７時間 

４５分 

勤務 

木 土 

２時間 
勤務 

 

 

 

週休日

日 

 

 

７時間 

４５分 

勤務 

月 

 

７時間 

４５分 

勤務 

火 

 

７時間 

４５分 

勤務 

金 

 

７時間 

４５分 

勤務 

水 

 

７時間 

４５分 

勤務 

木 土 

２時間 
勤務 

 

 

週休日 

 

日 

３時間 

４５分 

勤務 

月 

 
 

７時間 

４５分 

勤務 

火 

 

７時間 

４５分 

勤務 

金 

 

７時間 

４５分 

勤務 

水 

 

７時間 

４５分 

勤務 

木 土 

２時間 
勤務 

 

 

週休日 

 

日 

別 紙 


